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柳川市新型コロナウイルス
感染症緊急対策
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新型コロナウイルス関連みんなを守ろう。みんなで守ろう。

新型コロナウイルスの感染拡大により、経済活動が停滞するなど生活への影響が
広がっています。
市では、市民の不安を軽減しようと、さまざまな支援制度を設けています。
手続きが必要となる主な支援制度を取りまとめました。
詳しくは各制度の担当へ問い合わせてください。

柳川市単独支援
事業名 概要 対象者 内容 手続き 時期 担当（問い合わせ先）

がんばる商店街
やなぽ活用事業

柳川おもてなしカード会の「やな
ぽ」キャンペーンを支援し、市内
の消費拡大を図る

やなぽカードを持っている人
カードは加盟店で申請すれば無料ですぐに発行可能

　　　　　　　　　キャンペーンを実
施。期間中は110円（税込）で5ポ
イント。ポイントゲット抽選会も実施

やなぽ加盟店で買い物をする
ときにカードを差し出すだけ。
400 ポイント貯めると、500
円分の買い物が可能

【対象期間】
7月1日～8月31
日

柳川おもてなしカー
ド会（午前 10 時～
午後4時）
☎77-6050

プレミアム商品券
事業の拡大

プレミアム商品券「柳川藩札」のプ
レミアム率と発行額の増額を支援 1人で購入できる数に上限あり

プレミアム率20％
1セット（1万2000円分）を1万
円で販売

柳川商工会議所や柳川市商工会
で柳川藩札を購入して、市内の
登録店舗で買い物

9月から 10月頃に
販売開始予定

柳川商工会議所
☎73-7000
柳川市商工会
☎73-5400

妊婦へのがんばる
応援金

妊娠している人が安心して出産で
きるように応援金を交付

4月 28日から来年 4月 1日までの間に出産した人
や出産予定の人 妊婦1人 5万円を交付 必要書類を担当まで郵送 【申請期限】

来年3月 31日
市子育て支援課
☎77-8170

▶市民向け

▶事業者向け
事業名 概要 対象者 内容 手続き 時期 担当（問い合わせ先）

がんばる飲食店等
家賃応援金

飲食店や小売店に緊急事態宣言期
間中の家賃応援金を交付

次の3つすべてに該当する事業者
①4月 1日時点で市内の飲食店等の賃貸借契約をし、
市内の店舗で活動している
②「中小事業者へのがんばる応援金」の給付対象事業者
③市が指定する種類の施設

　　　　　　　　　　　　（1 カ 月
上限5万円）。4月と5月の2カ月
分が対象。1事業者上限10万円

必要書類を担当まで郵送 【申請期間】
7月 1日～ 31日

市がんばる応援金事
業実施本部
☎77-8171

中小事業者への
がんばる応援金

新型コロナウイルスの影響で売り上
げが減少している市内の中小事業者
を支援するために応援金を交付

①国の「持続化給付金」の対象事業者
②県の「福岡県持続化緊急支援金」の対象事業者
※その他条件あり

1事業者20万円を交付 必要書類を担当まで郵送
【申請期限】
①来年2月 15日
② 7月 31日

市がんばる応援金事
業実施本部
☎77-8171

国の支援事業

市公式サイト

記載している情報は 6 月 18 日現在のものです。6 月議会での補正予算成
立をもって最終決定する支援制度があるため、内容が変更になることがあ
ります。最新の支援制度の情報は、市公式サイトで確認してください。

※国・県ではその他各種支援事業を実施しています。詳しくは、国や県の公式サイトなどで確認してください。

県の支援事業
事業名 概要 対象者 内容 手続き 時期 担当（問い合わせ先）

新型コロナウイル
ス感染症対応資金

個人事業主を含む中小事業者に、3
年間実質無利子・無担保、保証料
ゼロの融資による資金繰り支援

市で次のいずれかの認定を受けた個人や法人
①セーフティネット保証４号
②危機関連保証
③セーフティネット保証５号

融資限度額3000万円
※�今後、限度額が変更になることがあり
ます。

市で①～③の認定を受けた後、
指定金融機関や商工会議所など
に必要書類を提出

【申請期限】
12月 31日

フリーダイヤル経営
相談窓口
☎0120-567-179

ポイント5倍

家賃の半額を交付

事業名 概要 対象者 内容 手続き 時期 担当（問い合わせ先）

特別定額給付金 簡単な手続きで迅速かつ的確に家
計への支援を行う

令和 2年 4月 27 日時点で市の住民基本台帳に記録
されている人 1人 10万円を世帯主に交付 必要書類を担当まで郵送 【申請期限】

8月 7日

市特別定額給付金事
業実施本部
☎77-8107

生活資金の緊急貸付
新型コロナウイルス感染症の影響を
受け、休業や失業などにより生活資
金に困っている世帯に生活福祉資金
の特例貸付を実施

①休業などで収入が減少し、緊急かつ一時的な生計維
持のための貸付を必要とする世帯
②収入の減少や失業などにより、日常生活の維持が困
難となっている世帯

①貸付上限額　　�20万円以内
②貸付上限額　月20万円以内
　　　　　　　�（原則 3カ月以内）

必要書類を担当まで郵送 【申請期限】
9月末の予定

柳川市社会福祉協議会
☎72-5347


